
○那珂川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

(平成 17年 3月 22日規則第 8号) 

改正  平成18年10月25日規則第38号 平成19年1月15日規則第3号 

平成20年10月1日規則第35号 平成23年3月31日規則第18号 

平成30年6月27日規則第21号 
 

 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、那珂川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平

成 16年条例第 39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。  

(募集) 

第 2条 条例第 2条の規定による募集については、市長又は教育委員会(以下「市長等」

という。)が定める当該募集に係る要項(以下「募集要項」という。)の公示及び広報な

かがわへの掲載並びにその他効果的と認める方法により行うものとする。この場合にお

いて、募集要項に記載する内容が大量となる等の理由によりすべてを明示することが難

しいときは、指定管理者を募集すること、募集期間及び募集要項の配布場所を明示して

募集することができる。  

2 指定管理者の募集は、原則として一の施設ごとに行う。ただし、一の施設ごとに募集

を行うことによりかえって施設の効用が妨げられ、住民サービスの低下につながるなど

の特別の事情があるときは、複数の施設について一の指定管理者を募集することができ

る。  

3 条例第 2条第 7号に定める事項は、次のとおりとする。  

(1) 申請の撤回及び申請書類の修正は、軽微な修正を除き、原則として認めないことと

する旨の規定  

(2) 申請書類の提出先  

(3) その他施設を所管する課において必要と認める事項  

4 第 1項及び第 2項の規定により指定管理者の募集を行った場合において、募集期間内

に応募がなかったときは、当該募集に係る内容を見直し、再度募集を行うものとする。

  

5 第 1項の規定は、前項の規定による再募集の方法について準用する。この場合におい

て、第 1項中「広報なかがわへの掲載並びにその他効果的と認める方法」とあるのは、

「その他効果的と認める方法」と読み替えるものとする。  

(指定管理者の指定の申請) 

第 3条 条例第 3条の規定による申請書は、那珂川市公の施設に係る指定管理者の指定申

請書(様式第 1号)によるものとする。  

2 条例第 3条第 1号に規定する事業計画書は、那珂川市公の施設の事業計画書(様式第 2

号)によるものとする。  

3 条例第 3条第 4号に定める書類は、次のとおりとする。  

(1) 申請の資格を有していることを証する書類  

(2) 法人その他の団体(以下「団体」という。)の活動内容等を記載した書類  

(3) その他施設を所管する課において必要と認める書類  
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(申請の資格) 

第 4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、公の施設を安全かつ円滑に管理運営

するため、必要な資格を有する者でなければならない。  

2 前項に規定する資格は、次の各号に定めるとおりとする。  

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体又はその代表者が次のいずれにも該当しな

いこと。  

ア 法律行為を行う能力を有しない者  

イ 破産者で復権を得ない者  

ウ 本市における指名競争入札の参加を制限されている者  

エ 過去に指定管理者の指定の取消しを受けたことがある者  

オ 本市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者、公

正な価格の成立を害した者又は不正な利益を得るために連合した者  

カ 税に関する滞納がある者  

キ 市が資本金その他これに準ずるものの 2分の 1以上を出資している団体以外で、市長

若しくは副市長又はこれらの親族が経営に関わる団体  

ク 市議会の議員、委員会の委員若しくは委員又はこれらの親族が経営に関わる団体  

ケ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2

条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。))  

コ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第

2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。))が役員となっている団体  

サ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体  

(2) 公の施設の管理運営を行うにあたって、必要な資格者を有していること。  

3 前項に定めるもののほか、必要な資格は、公の施設ごとに別途定める。  

(選定方法) 

第 5条 市長等は、公募による指定管理者の候補者の選定にあたっては、条例第 5条に規

定する那珂川市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の意見を聴くも

のとする。ただし、公募によらない場合にあっては、条例第 6条の規定を適用する。  

2 市長等は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、その結果について、指定管理

者の候補者として選定した団体に対しては指定管理者候補者選定通知書（様式第 3号）

により、その他の申請団体に対しては、指定管理者候補者選定結果通知書（様式第 4号）

により通知するものとする。  

3 市長等は、指定管理者の候補者の選定において、適当と認める団体がないと判断した

場合又は選定の結果の通知から議会の指定までの間に、当該施設の指定管理者の候補者

として選定した団体を指定管理者に指定することが不可能又は著しく不適当と認められ

る事情が生じた場合は、再び募集を行うなど必要な措置を講ずるものとする。  

(選定委員会の所掌事務) 

第 6条 選定委員会は、本市の公の施設の管理を行う指定管理者の候補者の選定を行う。

  

(選定委員会の組織等) 

第 7条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。  



2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

5 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。  

6 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。  

8 選定委員会の庶務は、公の施設を所管する課において処理する。  

9 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定

委員会に諮って定める。  

(指定管理者の候補者の確認) 

第 8条 市長等は公募によらない公の施設の指定管理者の候補者に、指定管理者となる意

思の有無について期限を定めて通知し、当該意思の有無を確認するものとする。  

(指定管理者の指定の告示等) 

第 9条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。)第 244条の 2第 6項の

規定による議会の議決があったときの条例第 7条第 2項に定める告示は、様式第 5号に

よるものとする。  

2 市長等は、前項の告示をしたときは、指定した団体に那珂川市公の施設に係る指定管

理者の指定通知書(様式第 6号)により通知するものとする。  

(協定の締結) 

第 10条 条例第 8条第 2項第 8号に定める事項は、次のとおりとする。  

(1) 施設内での事故発生時の対応、本市への報告等に関する事項  

(2) 指定管理者が本市に損害を与えた場合の賠償に関する事項  

(3) 指定管理者が施設及び備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項  

(4) 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管及び整備に関する事項  

(5) 協定の改定に関する事項  

(6) 那珂川市行政手続条例(平成 8年条例第 21号)を準用する旨の事項  

(7) 情報公開に関する事項  

(8) その他施設を所管する課において必要と認める事項  

(協定の改定) 

第 11条 条例第 8条で定める事項については、次に掲げる特別の事情があると認めると

き以外は、改定をすることができない。  

(1) 使用料の額に関する条例等の規定を改正するとき。  

(2) 開館時間等に関する条例等の規定を改正するとき。  

(3) 施設の一部を新設し、又は廃止するとき。  

(4) 物価の大幅な変動があったとき。  

(5) 災害が発生したとき。  

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。  

(指定の取消しの事由) 



第 12条 条例第 10条に規定する指定管理者による管理を継続することができないと認め

るときは、次に掲げる事由に該当したときとする。  

(1) 法第 244条の 2第 10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、

又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。  

(2) 法第 244条の 2第 10項の規定による指示に故意に従わないとき。  

(3) 協定に定める規定に違反したとき。  

(4) 条例第 2条第 5号の規定により明示する申請の資格を失ったとき。  

(5) 申請の際に提出した書類の内容に、指定を受ける目的をもって虚偽の記載をしたと

認められることが判明したとき。  

(6) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になっ

たとき。  

(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に管理業務を行わせて

おくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。  

(8) 管理業務が行われないとき。  

(事業報告書) 

第 13条 条例第 11条に規定する事業報告書は、那珂川市公の施設に係る施設事業報告書

(様式第 7号)によるものとする。  

(委任) 

第 14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

様式 

略 

 

 


